
111 

第７章 計画の推進に向けて 

１．庁内計画推進体制の整備 

本計画は、保健、福祉、医療の分野に限らず、教育、雇用・就労、住環境、都市整備、障がい

児・者の日常生活及び社会参加にかかわる様々な分野に及ぶことから、町の全ての部署に計画の

周知と啓発を行うとともに、障がい福祉の担当課を中心に関係課との連携を密にし、全庁的な計

画の推進体制を整えます。 

 

２．地域及び関係機関等との連携 

本計画は行政が中心となって進めていく計画ですが、国、県との連携とともに計画に係わる全

ての事業所をはじめ、医療機関、町社会福祉協議会、町民生委員・児童委員連合会、町障がい者

団体及び住民やボランティア等の理解・協力、参画がなければ計画の成果を上げることは困難で

す。このため、これらの多様な主体と連携を密にし、障がい者が尊厳を保ちながら、身近な地域

で生き生きと日常生活や社会活動ができるよう、支援ネットワーク体制の充実を図ります。 

また、近隣市町村とは広域的な調整が図られるよう連携します。 

 

３．人材の確保 

本計画では、相談支援体制の充実、特別な配慮を必要とする子の療育・保育・教育の充実、障

がいを予防するための保健活動の推進、権利擁護の推進及び障害福祉サービスや障害児通所支援

の充実等多様な施策を掲げています。これらの取り組みにおいては相談支援員や心理士、保育士

や特別支援教育支援員、保健活動従事者、その他サービス提供等にかかる専門員等の人材確保が

不可欠です。そのため、関係機関やサービス提供事業所等との連携、地域人材の活用などにより、

必要となる人材の確保に取り組みます。また、国や県に対し、財政的支援とともに人材確保につ

いて要請していきます。 

 

４．計画の周知 

地域住民や事業所、関係機関・団体等が障がい及び障がい者に対する理解を深め、本計画の推

進に積極的に関わり、各施策の効果的な展開を図るために、町の広報紙やホームページ等、適切

な機会を活用して、本計画の周知を図ります。 
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５．計画の点検・評価 

本計画の推進にあたっては、各々の取り組みの進捗管理が重要となります。また、障害者総合

支援法(第 88 条の 2)では、計画に定める事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必

要があると認めた時は、計画を変更するなどその他の必要な措置を講ずるとされています。その

ため、「ＰＤＣＡサイクル」を導入し、少なくとも年に１回は進捗状況を点検・評価し、必要に応

じて計画の見直しを行います。 

そのためにも、施策の点検・評価の結果を「南風原町障がい者自立支援協議会」に報告し、協

議会の意見・提言を得て計画の推進に活かします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ＰＤＣＡサイクルのプロセスのイメージ） 

④点検・評価や南風原町障が

い者自立支援協議会の意見

を踏まえ、必要があると認

めるときは、計画の見直し

等を実施。 

①施策の推進方策及び障害福

祉サービス等の見込量並び

に確保方策等を定める。 

Plan 

(計画) 

Act 

(改善) 

Do 

(実行) 

Check 

(評価) 

③少なくとも１年に１回計画

を点検・評価し、点検・評

価について南風原町障がい

者自立支援協議会等の意見

を聴く。 

②計画の内容を踏まえ、事業

を実施する。 


